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令和７年４月22日 

  

令和７年第４回守山市教育委員会定例会提出議案説明目次 

 

議第15号 守山市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定に係る臨時 

代理の承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

議第16号 守山市学校給食条例施行規則の一部を改正する規則の制定に係る臨時代理の 

承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

議第17号 守山市公民館の管理および運営に関する規則の一部を改正する規則の制定に 

係る臨時代理の承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

議第18号 守山市社会教育委員および守山市公民館運営審議会委員の委嘱に係る臨時 

代理の承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 
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守山市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則に係る改正概要について 

(議題 15 号関係) 

 

１ 改正概要 

(1) 第２条関係 

ア 民間園も含めた保育の質の向上を図るため、幼児教育職全体の人材育成を行うと

ともに、人材の確保と定着化を推進するため、保育幼稚園課に新たに「幼保支援室」

を設置する。 

イ 市民ホールの整備事業を推進するため、社会教育・文化振興課に、 新たに「市

民ホール整備室」 を課内室として設置する。 

(2)別表１関係 

   事務分掌を改める。 

(3)別表２関係 

 専門的見知を生かし、所掌事務の推進を図るため、部に専門員を配置する。 

   

２ 施行期日 

令和７年４月１日から施行する。 

 

3



 

守山市学校給食条例施行規則の一部を改正する規則に係る改正概要について（議第

16号関係） 

 

１ 改正理由 

 物価高騰が続く中、質や量、栄養バランスを確保した給食を提供するため、令和７年度

からの学校給食費の金額の改定を行ったが、その後、国の物価高騰対策交付金に係る補正

予算が成立したことに伴い、当該交付金を活用し、令和７年度分の小中学校児童生徒の給

食費を令和６年度と同額に据え置くこととするため。 

 

２ 改正概要 

守山市学校給食条例施行規則の一部を改正する規則(令和６年規則第82号)の一部を次の

ように改正する。 

 

付則第一項の次に次の一項を加える。 

２ 新規則の規定は、令和７年度分の学校給食費に限り、別表第１中「4,600円」とあるのは

「4,300円」と、「273円」とあるのは「255円」と、「5,200円」とあるのは「4,900円」に、「339

円」とあるのは「317円」と読み替えるものとする。 

 

 

 学校給食費の金額（児童生徒のみ） 

 
 令和６年度の

給食費 

改定後の金額 
(令和７年４月から) 

令和７年４月からの 

保護者負担額 

小学校 
月額 4,300円 4,600円 4,300円 

１食当たり 255円 273円 255円 

中学校 
月額 4,900円 5,200円 4,900円 

１食当たり 317円 339円 317円 

 

３ 据え置きとする期間  

令和７年４月１日から令和８年３月 31 日まで 

 

４ 施行期日 

令和７年４月１日から施行する。 
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守山市公民館の管理および運営に関する規則の一部を改正する規則に係る改正概要

について（議第17号関係） 

 

 

標記規則に定める北公民館の施設のうち、キッチンルームについては長年貸館の実績が

なく、近隣施設の利用で需要を充足しており、今後の社会教育団体の幅広い活用を促進す

るため削除するとともに、現在陶芸教室等に利用されている施設（作陶室）を追加するも

のです。 

以上のとおり、貸館の実態に合わせて規則を整理するため、教育委員会規則の一部につ

いて必要な改正を行おうとするものです。その概要は次のとおりです。 

  

 

１ 改正概要 

北公民館の公民館の室名および収容定員の一部を変更する。 

【変更前】キッチンルーム 30人 

【変更後】作陶室 10人 

  他の施設（大会議室、講座室、児童室、和室）に変更はありません。 

 

２ 施行期日 

  令和７年４月１日から施行する。 

 

３ その他 

  貸館の運用に変更はありません。 
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　守山市社会教育委員・公民館運営審議会委員名簿

 【任期】令和７年４月１日から令和９年３月31日まで

区　　　　分 所　　属　　等 氏　　　名 備考

(1）学校教育関係者 守山南中学校長 森川　茂樹
 令和７年度～
 １期目（新任）

玉津小学校長 廣瀬　尚美
 令和７年度～
 １期目（新任）

(2) 社会教育関係者 公益社団法人 守山青年会議所 髙﨑　誠志
 令和７年度～
 １期目（新任）

守山市文化協会 大﨑　滋子
 令和７年度～
 １期目（新任）

もりやま青年団 土井　大樹
 令和７年度～
 １期目（新任）

元発達支援センター所長 清水　佐代子
 平成27年度～
 ６期目

元小学校長 村瀬　幸子
 平成29年度～
 ５期目

元こども園長 中島　洋子
 令和元年度～
 ４期目

(4）学識経験のある者 元栗東市教育委員会職員 藤井　浄宣
 平成29年度～
 ５期目

元公民館長 田中　良信
 令和元年度～
 ４期目

(3）家庭教育の向上に資
する活動を行なう者

守山市社会教育委員および守山市公民館運営審議会委員の委嘱に係る臨時代理（議第18号関係）の説明について
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